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西根　昭紀

■委員長　錦川　勝行　　□副委員長　千葉　憲史

教育委員会地域の元気づくり課社会教育主事

教育委員会地域の元気づくり課生涯学習コーディネーター

教育委員会教育推進課主査

横山　裕一

宮原　健太

東神楽中学校学校評議員

東神楽中学校学校評議員

東神楽中学校PTA会長

学校評議員

保護者代表

Ⅰ　平成２８年度事業概要（コミュニティ・スクール導入の促進）

１．事業の趣旨

 【 研究課題・テーマ 】

　○研究校において取り組んだ研究の成果・課題を踏まえ、平成28年度中

　組みとなるよう検討。

　　に中学校に対してコミュニティ・スクールを導入する。

東神楽中学校

研　究　校 課　題　及　び　テ　ー　マ

・学校運営協議会の組織、運営体制づくりの検討。

・保護者や地域住民の意向を適切に把握し、学校運営に反映させる。

・地域の人材やボランティア組織（地域学校協働本部も含む）等の

　効果的な活用や連携方策の検討。

・小中連携のあり方について、学習活動も含め系統的、継続的な取

地域代表

教職員

事務局

東神楽中学校PTA副会長

東神楽中学校PTA副会長

東神楽町体育協会会長

東神楽中学校主幹

東神楽中学校教頭

教育委員会教育長

松永　博一

伊藤　睦郎

錦川　勝行

飯田　賢治

斎藤　喜実恵

及川　　功

千葉　憲史

水野　和男

佐伯　　肇教育委員会教育推進課長

桑内　寿則

山本　美和

椎名　俊文

東神楽中学校教諭（教務主任）

東神楽中学校教諭（生徒指導部長）

氏　名

【 具体的な研究内容 】

　①学校運営協議会の組織、運営体制づくりの検討及び調査を行う。

　②保護者や地域住民、教職員等への周知・啓発方法について検討。

　③コミュニティ・スクール先進地を訪問、事例調査を行う。

【研究組織：東神楽町コミュニティ・スクール推進委員会】

区　分 所　属

　④学校運営協議会、学校、教育委員会、保護者、地域住民等との適切な役割分担の

　　あり方や相互の連携に関する検討。

　⑤学校評価制度等との調整を図る。



　＜内容＞　実践発表、基調講演、パネルディスカッション　等

８月　８日（月） 　事務局打ち合わせ＜第４回＞

　・先進地視察内容の最終確認

　　　　　　　　 ～子供が抱える課題を地域ぐるみで解決するために～」

　　　　　　講師  文部科学省CSマイスター 風岡　治　氏

７月２９日（金） 　２０１６「全国コミュニティ・スクール研究大会in由利本荘」

７月２５日（月） 　平成28年度コミュニティ・スクール研修会（主催：北海道教育委員会）

　＜内容＞　講演、事業説明、事例発表（占冠村・東神楽町）

　＜講演＞　演題「地域とともにある学校づくり

　・今後の予定について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　・第２回推進委員会の内容確認

　・7/25開催コミュニティ・スクール研修会について

４月２１日（木）

７月　１日（金）

日　付

　第１回東神楽町コミュニティ・スクール推進委員会

　・委員長、副委員長の選出、自己紹介

６月　８日（水）

　・各小学校学校運営協議会の実施状況について

２．研究の具体的な取組の経過

７月１５日（金） 　事務局打ち合わせ＜第３回＞

実 施 内 容

　事務局打ち合わせ＜第１回＞

　・今後の進め方、役割分担等について協議

　事務局打ち合わせ＜第２回＞

　・第１回推進委員会内容確認、準備等について協議

第１回東神楽町コミュニティ・スクール推進委員会



　　　　　　　　  学校運営支援企画官　高見　太也　氏

　＜内容＞　講演、教職員・保護者・地域住民などによる熟議

　＜講演＞　演題「教育改革が求められる背景」

　　　　　　講師  文部科学省初等中等教育局（学校運営支援担当）付

１０月１日（土） 　東神楽中学校　コミュニティ・スクールへ指定
　

１０月４日（火） 　熟議inひがしかぐら「地域と学校で東神楽の子ども姿を話そう」

８月３０日（火） 　第２回東神楽町コミュニティ・スクール推進委員会

　・先進地視察報告

　・学校運営協議会委員の構成、組織体制等について

８月１８日（木） 　先進地視察＜釧路市・浦幌町・占冠村＞

～ 　・CSの取組みにおける成果や課題

８月１９日（金） 　・小中連携の在り方について　等

日　付 実 施 内 容

釧路市立大楽毛中学校視察

占冠村立中央小学校コミュニティルーム

子どもを育む多くの当事者による熟議



日　付 実 施 内 容

１０月２１日（金） 　平成28年度「地域とともにある学校づくり」推進フォーラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　（北海道会場）

　＜内容＞　行政説明、実践発表、パネルディスカッション

１１月１０日（木） 　第１回東神楽中学校学校運営協議会

　・趣旨、学校運営協議会規則の確認

　・平成28年学校経営方針と新着状況説明　等

１１月２４日（木） 　全町民周知・町広報誌発送＜コミュニティ・スクール特集＞

１１月２９日（火） 　事務局打ち合わせ＜第５回＞

　・第１回東神楽町CS連絡協議会内容確認　等

１２月　９日（金） 　第１回東神楽町コミュニティ・スクール連絡協議会

　・各学校運営協議会の取組み状況

　・東神楽町地域学校協働本部について　等

１２月１６日（金） 　コミュニティ・スクールに係る情報交換会（主催：北海道教育庁上川教育局）

　・講演、情報交換、質疑応答　等

１２月１９日（月） 　東神楽中学校保護者説明会（全学年）

１月２４日（火） 　平成２９年度予算説明会

　・学校現場における業務の適正化、コミュニティ・スクール、

　・学校評価

　・本年度、新年度学校経営　等

　　首長部局等との協働関連予算について

３月　２日（火） 　第２回東神楽中学校学校運営協議会

第１回東神楽中学校学校運営協議会



　PTA 齋藤　喜実恵 学校支援部

8 　東神楽小学校PTA 安藤　有一

３．東神楽中学校学校運営協議会委員構成と仕組みについて

【東神楽中学校学校運営協議会委員】

7 　民生委員児童委員 鈴木　憲和 学校評価部

6 　同窓会 山本　眞澄 学校支援部

5 　学識経験者 石上　陽彦 学校評価部部長

4 　東神楽町体育協会

地域・小中連携

コーディネート部

No 所属・役職名 氏　名

1 　PTA 錦川　勝行 学校評価部

及川　　功 学校支援部

3 　中央地区公民館 濱野　明美 学校支援部部長

2

　東聖小学校PTA 大屋　美奈子

10 　忠栄小学校PTA 坂本　和則

9

山本　美和
地域・小中連携

コーディネート部

11 　志比内小学校PTA 保志　清香

12 　東神楽中学校校長 飯田　勝彦

地域・小中連携

コーディネート部

15 　東神楽中学校教諭 椎名　俊文 学校支援部

学校運営協議会

所　　属　　部

地域・小中連携

コーディネート部

地域・小中連携

コーディネート部部長

13 　東神楽中学校教頭 千葉　憲史 学校評価部

14 　東神楽中学校教諭

【外部評価委員】

1 　学識経験者 西根　昭紀 現学校評議員



東 神 楽 中 学 校 学 校 運 営 協 議 会 等 の 仕 組 み  (Ｈigashikagura Ｃommunity Ｓchool)

会 長 鈴木 憲和 副会長 錦川 勝行

主幹教諭

教務担当教諭

生徒指導担当教諭
※各部副部長教諭

○地域における事業促進

○広報活動、児童生徒の

健全育成及び安全指導

等に関する活動

学校評価部

人
事
に

関
す
る
意
見

保護者・地域の皆さん

地域学校協働本部等

地域コーディネーター

伊藤社会教育主事

松永生涯学習コーディネーター

主体となり、ＰＴＡや地域

人材の参画を得て各々の

組織や活動の場で取り組み

を実践。

参 画

活動への反映

地域・小中連携

コーディネー部

北海道

教育委員会

【主な活動】

・ＣＳ通信の発行

・生活習慣、学習習慣

構築に係わる協力、支援等

・地域振興、地域の教育力

活性化事業

学びカフェ等、地域子育て

支援体制の確立

○学校の基本的な方針に

基づき学校運営の点検

や評価・助言を行う

【主な活動】

・学校運営状況の点検、

評価

・協議会運営状況の点検、

評価

・保護者等アンケートの

実施

・保護者、地域の意見、

要望の取りまとめ

東
神
楽
町

教
育
委
員
会

学校の指定・

委員の任命

学校運営に

対する意見

意
見

説
明

外部評価委員

地域コーディネーター

○保護者

○同窓会

○町内会

○民生委員

○地域有識者

○地域ボランティア

○大学教授

○卒業生

○東神楽町体育協会

○東神楽町文化連盟

等

東神楽町コミュニティ・スクール連絡協議会

連携

町内各小中学校の運営協議会
の調整・情報交換を行う。

東神楽中学校学校運営協議会
(学校、家庭、地域、学識者等)

・学校運営基本方針の承認

・学校運営（教育活動）に関する意見

・学校支援活動等の総合的な企画

・学校関係者評価の基本方針の検討

・学校運営に関する全体的な協議の場

○教育活動への保護者・

地域人材の積極的な

参加促進に関する活動

【主な活動】

・教育活動、部活動における

地域人材活用、外部講師、

外部コーチ

・学校行事、学校公開参画

・安全、防犯等の支援

バス停、通学路支援

・校外危機管理支援

全体会

部 会

評価・助言

連携

学校支援部

【部 長】大屋 美奈子 【部 長】濱野 明美 【部 長】石上 陽彦

【副部長】椎名 俊文【副部長】山本 美和 【副部長】桑内 寿則

【部 員】安藤 有一

坂本 和則

保志 清香

【部 員】及川 功

齋藤 喜実恵

山本 眞澄

【部 員】鈴木 憲和

錦川 勝行
西根 昭紀



・コミュニティスクール連絡協議会を通して、各校の課題や活動内容等の情報共有を図る

　○各研究校において取り組んだ研究の成果・課題を踏まえ、子ども達の健

　　やかな成長のために、学校・家庭・地域が連携をより深め、活動を通し

東神楽小学校

研究校 課　題　及　び　テ　ー　マ

・コミュニティスクールを機能させるための具体的な方策を検討。

・保護者や地域住民の意向を適切に把握し、学校運営に反映させる方策検討。

Ⅱ　平成２８年度事業概要（コミュニティ・スクール取組の充実）

１．事業の趣旨

 【 研究課題・テーマ 】

【 具体的な研究内容 】

　　てお互いの目標を共有することで協働意識が高まるような活動を実施。

・山村留学実施校における学校運営協議会の運営、地域協働についての研究。

＜コミュニティ・スクールを効果的に機能させるための方策＞

・各機関の連携方策について、CS連絡協議会等を通して検討。

・中規模中心校における学校運営協議会の運営、地域協働についての研究。

・児童増加校における学校運営協議会の運営、地域協働についての研究。

・へき地複式校における学校運営協議会の運営、地域協働についての研究。

東聖小学校

忠栄小学校

志比内小学校

 (合同研究）

・学校、家庭、子ども達が抱える課題解決や学校と地域の協働を図るため、地域住民や

　保護者等の参画を得られるような企画・立案に向け検討。地域全体が当事者として参画

　できる仕組みを目指す。

・学校及び地域学校協働本部にCSコーディネーターを配置。各組織間の連絡調整など、

　CSコーディネーターを中心に運営体制を整えていく。

・活動内容をまとめたCSだより等の配布。

・幅広い普及を行うためにHPの作成について検討。

＜保護者、地域住民等への制度及び活動内容の周知を図る＞

・CSマイスター等を活用した研修会や熟議の開催。

＜各機関の連携を推進＞

・町全体で子ども達の義務教育９年間の学びを支えられるよう、学校の教育目標、学校、

　子ども達が抱える課題や解決策等について、小中連携のもと組織的・継続的な学校支援

　体制を整備。教育課程上の接続や学校間における教育の円滑な取組みについて検討。

　とともに、校区を越えた連携方策について検討。

・地域学校協働本部や首長部局、福祉等との連携を深めていく中で、学校・家庭・地域の

　協働だけではなく、家庭教育支援の充実や安心して子育てができる環境整備に努め、子

　育てに困難を抱える保護者への対応についても充実を図る。



６月　６日（月） 　富良野市教育委員会視察受け入れ

　・学校経営方針、今年度の取組み等について

　・学校経営方針、今年度の取組み等について

５月１７日（火） 　志比内小学校第１回学校運営協議会

５月１２日（木） 　東聖小学校第１回学校運営協議会

　・学校経営方針、今年度の取組み等について

　忠栄小学校第１回学校運営協議会

２．研究の具体的な取組の経過

日　付 実 施 内 容

６月２７日（月） 　浦幌町教育委員会視察受け入れ

４月２１日（木） 　事務局打ち合わせ＜第１回＞

　・今後の進め方、役割分担等について協議

５月１１日（水） 　東神楽小学校第１回学校運営協議会

　・学校経営方針、今年度の取組み等について

地域とともにある

学校づくりを目指して



日　付 実 施 内 容

　・7/25開催コミュニティ・スクール研修会について

７月　６日（水） 　羅臼町教育委員会視察受け入れ

７月１５日（金） 　事務局打ち合わせ＜第２回＞

　・１学期の子どもの様子

　・学校応援団としての取組み等について

８月　８日（月） 　事務局打ち合わせ＜第３回＞

７月２５日（月） 　平成28年度コミュニティ・スクール研修会（主催：北海道教育委員会）

　＜内容＞　講演、事業説明、事例発表（占冠村・東神楽町）

　＜講演＞　演題「地域とともにある学校づくり

　　　　　　　　 ～子供が抱える課題を地域ぐるみで解決するために～」

　　　　　　講師  文部科学省CSマイスター 風岡　治　氏

　・先進地視察内容の最終確認

～ 　・CSの取組みにおける成果や課題

８月１９日（金） 　・小中連携の在り方について　等

８月２３日（火） 　事務局打ち合わせ＜第４回＞

　・CS連絡協議会、熟議に向けて

８月２５日（木） 　東聖小学校第２回学校運営協議会

　・学校評価（中間反省）

　・２学期の学校運営方針

　・授業サポート活動　等

９月２０日（火） 　事務局打ち合わせ＜第５回＞

　・CS連絡協議会、熟議に向けて

９月２７日（火） 　志比内小学校第２回学校運営協議会

　・進度の確認並び報告（中間）

　・アクションプランについて　等

　　　　　　　　  学校運営支援企画官　高見　太也　氏

　＜講演＞　演題「教育改革が求められる背景」

　　　　　　講師  文部科学省初等中等教育局（学校運営支援担当）付

７月２１日（木） 　東神楽小学校第２回学校運営協議会

８月１８日（木） 　先進地視察＜釧路市・浦幌町・占冠村＞

１０月４日（火） 　熟議inひがしかぐら「地域と学校で東神楽の子ども姿を話そう」

　＜内容＞　講演、教職員・保護者・地域住民などによる熟議



日　付 実 施 内 容

１０月２１日（金） 　平成28年度「地域とともにある学校づくり」推進フォーラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　（北海道会場）

　＜内容＞　行政説明、実践発表、パネルディスカッション

１０月２４日（月） 　大樹町教育委員会視察受け入れ

１０月２６日（水） 　忠栄小学校第２回学校運営協議会

　・上半期学校運営説明

　・学校運営協議会におけるアンケート

　・学校支援について

１１月１７日（木） 　興部町教育委員会視察受け入れ

　・第１回東神楽町CS連絡協議会内容確認　等

１１月２４日（木） 　全町民周知・町広報誌発送＜コミュニティ・スクール特集＞

１１月２９日（火） 　事務局打ち合わせ＜第６回＞

全道に広がるコミュニティ・スクールの輪

東神楽小学校訪問



日　付 実 施 内 容

１２月　９日（金） 　第１回東神楽町コミュニティ・スクール連絡協議会

　・各学校運営協議会の取組み状況

　・東神楽町地域学校協働本部について　等

１２月１６日（金） 　コミュニティ・スクールに係る情報交換会（主催：北海道教育庁上川教育局）

　・講演、情報交換、質疑応答　等

１２月２１日（水） 　東神楽小学校第３回学校運営協議会

　・学校、子ども達の様子

　・地域連携部について

　東聖小学校第３回学校運営協議会

　・学校評価、地域評価の進め方について　等

１月２４日（火） 　平成２９年度予算説明会

　・学校現場における業務の適正化、コミュニティ・スクール、

　　首長部局等との協働関連予算について

２月２０日（月） 　志比内小学校第３回学校運営協議会

　・学校評価

　・本年度、新年度学校経営　等

　・本年度、新年度学校経営　等

２月２２日（水） 　忠栄小学校第３回学校運営協議会

　・学校評価

　・本年度、新年度学校経営　等

２月２７日（月） 　東神楽小学校第４回学校運営協議会

　・学校評価

　・本年度、新年度学校経営　等

２月２８日（火） 　東聖小学校第４回学校運営協議会

　・学校評価

第１回東神楽町コミュニティ・スクール

連絡協議会



３．各小学校学校運営協議会委員構成と仕組みについて

【東神楽小学校学校運営協議会委員】

No 所属・役職名 氏　名
学校運営協議会

所　　属　　部

1 　PTA顧問 堤　　泰樹 学校評価部部長

2 　PTA 本谷　昌紀 学校評価部

3 　中央老人クラブ 塚田　　弘 地域連携部

4 　GTA 常本　幸治 学校支援部

5 　同窓会会長 北川　信一 学校支援部

6 　同窓会理事 小足　幸久 学校評価部部長

7 　中央地区公民館館長 花田　芳人 地域連携部

8 　民生委員児童委員 筒井　聡一 地域連携部部長

学校評価部

地域連携部

11 　家庭教育ナビゲーター 清河　小百合 学校支援部

9 　民生委員児童委員 大沼　淳子

10 　社会福祉協議会 杉山　規愛

12 　東神楽小学校校長 本田　　修 （学校評価部）

13 　東神楽小学校教頭 岸　　政継 地域連携部

14 　東神楽小学校教諭 小田島　充彦 学校支援部

【外部評価委員】

1 　学識経験者 相蘇　義信 前学校評議員



　 　東神楽小学校を例とした学校運営協議会等の仕組み(Ｈigashikagura Ｃommunity Ｓchool)

会 長 北川 信一 副会長 花田 芳人

教務担当教諭

○地域における事業促進

○広報活動、児童生徒の

健全育成及び安全指導

等に関する活動

学校評価部

人
事
に

関
す
る
意
見

保護者・地域の皆さん

地域学校協働本部等

地域コーディネーター

伊藤社会教育主事

松永生涯学習コーディネーター

主体となり、ＰＴＡや地域

人材の参画を得て各々の

組織や活動の場で取り組み

を実践。

参 画

活動への反映

地域連携部

北海道

教育委員会

【主な活動】

・体験支援

(放課後チャレンジ等の

体験活動）

・防犯、防災体制づくり

(登下校の見守り活動等）

・子どもの地域

ボランティア活動

○学校の基本的な方針に

基づき学校運営の点検

や評価・助言を行う

【主な活動】

・学校運営状況の点検、

評価

・協議会運営状況の点検、

評価

・保護者等アンケートの

実施

・保護者、地域の意見、

要望の取りまとめ

東
神
楽
町

教
育
委
員
会

学校の指定・

委員の任命

学校運営に

対する意見

意
見

説
明

外部評価委員

地域コーディネーター

○PTA

○保護者

○中央地区公民館

○GTA

○中央老人クラブ

○民生委員児童委員

○家庭教育ナビゲーター

○同窓会

○学識経験者

○各種少年団

○地域未来塾

○チャレンジクラブ

町内会 など

東神楽町コミュニティ・スクール連絡協議会

連携

町内各小中学校の運営協議会
の調整・情報交換を行う。

東神楽小学校学校運営協議会
(学校、家庭、地域、学識者等)

・学校運営基本方針の承認

・学校運営（教育活動）に関する意見

・学校支援活動等の総合的な企画

・学校関係者評価の基本方針の検討

・学校運営に関する全体的な協議の場

○教育活動への保護者・

地域人材の積極的な

参加促進に関する活動

【主な活動】

・学び支援

(GT、放課後学習、

グリーンツーリズム等)

・活動支援

(環境整備、読み聞かせ

などボランティア）

・図書室支援

【部 長】 筒井 聡一

【部 員】 塚田 弘

花田 芳人

杉山 規愛

【事務局】 岸 政継

【部 長】 小足 幸久

【部 員】 本谷 昌紀

大沼 淳子

全体会

部 会

相蘇 義信

評価・助言

小田島 充彦

連携

学校支援部

【部 長】 堤 泰樹

【部 員】 常本 幸治

北川 信一

清河 小百合

【事務局】 小田島 充彦



学校評価部

9 　幼稚園・保育園 葎嶋　聡子

10 　学識経験者 及川　昌志

11 　東聖小学校校長

学校評価部

学校支援部

推進部

推進部

【外部評価委員】

古木　勉三

1 　学識経験者 簗瀬　耕三 元公民館長

13 　東聖小学校教諭 大矢　成人 学校支援部

14 　東聖小学校教諭 増谷　　徹

12 　東聖小学校教頭 小野　茂樹

7 　民生委員児童委員 堀川　陽子 学校評価部部長

8 　同窓会長 斉藤　　肇 学校支援部

5 　友愛クラブ会長 蒔田　敏雄 学校支援部部長

6 　おやじの会代表 島田　勤介 学校支援部

3 　東聖地区公民館長 伊東　秀美 推進部

4 　こども会 中西　則子 学校支援部

1 　PTA 狩野　哲也 推進部部長

2 　学識経験者 西前　徹雄 学校支援部

【東聖小学校学校運営協議会委員】

No 所属・役職名 氏　名
学校運営協議会

所　　属　　部



　 　東聖小学校を例とした学校運営協議会等の仕組み(Ｈigashikagura Ｃommunity Ｓchool)

会 長 斉藤 肇 副会長 伊東 秀美

教務担当教諭

○運営協議会に関する

活動の連絡・調整・

運営等の推進

学校評価部

人
事
に

関
す
る
意
見

保護者・地域の皆さん

地域学校協働本部等

地域コーディネーター

伊藤社会教育主事

松永生涯学習コーディネーター

主体となり、ＰＴＡや地域

人材の参画を得て各々の

組織や活動の場で取り組み

を実践。

参 画

活動への反映

推進部

北海道

教育委員会

【主な活動】

・調整、連絡

・評価のまとめ

・案内文書、議案作成

・人材バンクの作成

・会議の推進

・記録保管

・広報誌発行

・関係機関との連携

・年間スケジュール

○学校の基本的な方針に

基づき学校運営の点検

や評価・助言を行う

【主な活動】

・学校運営状況の点検、

評価

・協議会運営状況の点検、

評価

・保護者等アンケートの

実施

・保護者、地域の意見、

要望の取りまとめ

東
神
楽
町

教
育
委
員
会

学校の指定・

委員の任命

学校運営に

対する意見

意
見

説
明

外部評価委員

地域コーディネーター

○PTA

○保護者

○東聖地区公民館

○こども会

○友愛クラブ

○おやじの会

○同窓会

○幼稚園・保育園

○民生委員児童委員

○学識経験者

○各種少年団

○東聖てらこや

○ひじり野地区活性化

実行委員会 など

東神楽町コミュニティ・スクール連絡協議会

連携

町内各小中学校の運営協議会
の調整・情報交換を行う。

東聖小学校学校運営協議会
(学校、家庭、地域、学識者等)

・学校運営基本方針の承認

・学校運営（教育活動）に関する意見

・学校支援活動等の総合的な企画

・学校関係者評価の基本方針の検討

・学校運営に関する全体的な協議の場

○教育活動への保護者・

地域人材の積極的な

参加促進に関する活動

【主な活動】

・あいさつ運動

・生活標語の取り組み

・生活リズムチェック

シート
（早寝・早起き・朝ごはん）

・体力づくり

・一人一鉢運動

・さけの飼育

・友愛クラブ見守り隊

・まちＣｏｍｉメール発信

・土曜補習授業支援

・長期休業補習授業支援

【部 長】 狩野 哲也

【部 員】 伊東 秀美

葎嶋 聡子

【事務局】 増谷 徹

【部 長】 堀川 陽子

【部 員】 斉藤 肇

西前 徹雄

【事務局】 小野 茂樹

全体会

部 会

簗瀬 耕三

評価・助言

増谷 徹

連携

学校支援部

【部 長】 蒔田 敏雄

【部 員】 島田 謹介

及川 昌志

中西 則子

【事務局】 大矢 成人



1 　学識経験者 久保　宣夫 前学校関係者評価委員

山下　礼子

12 　忠栄小学校教諭 池田　謙治 学校支援部

【外部評価委員】

学校支援部

学校評価部

9 　こども会 飯田　淳子

11 　忠栄小学校教頭

10 　忠栄小学校校長 松木　　聡

学校支援部

8 　こども会会長 坂本　光代

5 　学識経験者 飯田　賢治 学校支援部部長

6 　忠栄地区公民館館長 吉田　博道 学校評価部

7 　PTA 相内　多三子

学校評価部

3 　忠栄地区婦人部 久保　和子 学校支援部

4 　民生委員児童委員 中司　寿志 学校評価部部長

1 　学識経験者 白川　茂美 学校支援部

2 　ふれあいクラブ会長 豊田　英昭 学校支援部

【忠栄小学校学校運営協議会委員】

No 所属・役職名 氏　名
学校運営協議会

所　　属　　部



　 忠栄小学校を例とした学校運営協議会等の仕組み(Ｈigashikagura Ｃommunity Ｓchool)

会 長 吉田 博道 副会長 相内 多三子

教務担当教諭

○地域における事業促進

○広報活動、児童生徒の

健全育成及び安全指導

等に関する活動

学校評価部

人
事
に

関
す
る
意
見

保護者・地域の皆さん

地域学校協働本部等

地域コーディネーター

伊藤社会教育主事

松永生涯学習コーディネーター

主体となり、ＰＴＡや地域

人材の参画を得て各々の

組織や活動の場で取り組み

を実践。

参 画

活動への反映

学校支援部

北海道

教育委員会

【主な活動】

・安全指導、見守り

・通学路点検

・あいさつ運動

・生活習慣の改善

・花いっぱい運動

・学校だより「忠栄」

○学校の基本的な方針に

基づき学校運営の点検

や評価・助言を行う

【主な活動】

・学校運営状況の点検、

評価

・協議会運営状況の点検、

評価

・保護者等アンケートの

実施

・保護者、地域の意見、

要望の取りまとめ

東
神
楽
町

教
育
委
員
会

学校の指定・

委員の任命

学校運営に

対する意見

意
見

説
明

外部評価委員

地域コーディネーター

○PTA

○忠栄地区公民館

○忠栄地区婦人部

○子ども会

○ふれあいクラブ

○学識経験者

など

東神楽町コミュニティ・スクール連絡協議会

連携

町内各小中学校の運営協議会
の調整・情報交換を行う。

忠栄小学校学校運営協議会
(学校、家庭、地域、学識者等)

・学校運営基本方針の承認

・学校運営（教育活動）に関する意見

・学校支援活動等の総合的な企画

・学校関係者評価の基本方針の検討

・学校運営に関する全体的な協議の場

【地域コーディネート機能】

○教育活動への保護者・地域

人材の積極的な参加促進に

関する活動

【主な活動】

・授業、行事参加促進

・授業支援（ゲストティ

ーチャー）の促進

・食育の推進（地域生産

者の協力）

・読み聞かせの実施

・家庭教育ナビゲーター

の活動

・学びカフェの開催

【学校支援機能】

【部長】 飯田 賢治 【事務局】 池田 謙治

【部員】 白川 茂美 豊田 英昭 久保 和子

飯田 淳子 相内 多三子

【部 長】 中司 寿志

【事務局】 高橋 康幸

【部 員】 吉田 博道

坂本 光代

全体会

部 会

久保 宣夫

評価・助言

池田 謙治

連携

【学校評価機能】



【外部評価委員】

1 　同窓会会長 藤田　政義 志比内地区区長

11 　志比内小学校教頭 加藤　幸一 学校評価部

12 　志比内小学校教諭 石坂　優樹 学校支援部

9 　志比内小学校校長 内村　めぐみ

10 　志比内小学校教頭 福島　康文 学校支援部

7 　学識経験者 池生　勝義 学校評価部

8 　学識経験者 西山　澄子 学校支援部

5 　民生委員児童委員 小滝　　勲 学校評価部部長

6 　保護者(山村留学・特認) 上尾　和代 学校支援部

3 　存置委員会委員長 藤田　尚広 学校支援部

4 　寿クラブ会長 政二　　勉 学校支援部

1 　PTA会長 森川　義亜 学校支援部部長

2 　学識経験者 渕上　賢誠 学校支援部

【志比内小学校学校運営協議会委員】

No 所属・役職名 氏　名
学校運営協議会

所　　属　　部



　 志比内小学校を例とした学校運営協議会等の仕組み(Ｈigashikagura Ｃommunity Ｓchool)

会 長 池生 勝義 副会長 渕上 賢誠

教務担当教諭

○地域における事業促進

○広報活動、児童生徒の

健全育成及び安全指導

等に関する活動

学校評価部

人
事
に

関
す
る
意
見

保護者・地域の皆さん

地域学校協働本部等

地域コーディネーター

伊藤社会教育主事

松永生涯学習コーディネーター

主体となり、ＰＴＡや地域

人材の参画を得て各々の

組織や活動の場で取り組み

を実践。

参 画

活動への反映

学校支援部

北海道

教育委員会

【主な活動】
・あいさつ運動

・安全指導、放課後等巡回

指導

・校舎内外安全点検

・通学路点検

・生活習慣改善

・山村留学体験

・学校だより｢志比内広場｣

の発行

・ホームページ更新

・メール配信

・花咲きプロジェクト

○学校の基本的な方針に

基づき学校運営の点検

や評価・助言を行う

【主な活動】

・学校運営状況の点検、

評価

・協議会運営状況の点検、

評価

・保護者等アンケートの

実施

・保護者、地域の意見、

要望の取りまとめ

東
神
楽
町

教
育
委
員
会

学校の指定・

委員の任命

学校運営に

対する意見

意
見

説
明

外部評価委員

地域コーディネーター

○PTA

○保護者<山村留学・特認>

○同窓会

○志比内地区公民館

○こども会

○山村存置委員会

○寿クラブ

○志比内農地・水・

環境対策委員会

○学識経験者

など

東神楽町コミュニティ・スクール連絡協議会

連携

町内各小中学校の運営協議会
の調整・情報交換を行う。

志比内小学校学校運営協議会
(学校、家庭、地域、学識者等)

・学校運営基本方針の承認

・学校運営（教育活動）に関する意見

・学校支援活動等の総合的な企画

・学校関係者評価の基本方針の検討

・学校運営に関する全体的な協議の場

【地域コーディネート機能】

○教育活動への保護者・地域

人材の積極的な参加促進に

関する活動

【主な活動】

・授業、行事への参加促進

・外部講師、ボランティア

との連携

・教育大学旭川校との連携

・寿クラブとの交流

・読み聞かせの実施

・食育の推進

・家庭教育ナビゲーターの

活動

【学校支援機能】

【部長】 森川 義亜 【事務局】 福島 康文

石坂 優樹

【部員】 藤田 尚広 政二 勉

上尾 和代 西山 澄子

【部 長】 小滝 勲

【事務局】 加藤 幸一

【部 員】 池生 勝義

全体会

部 会

藤田 政義

評価・助言

石坂 優樹

連携



　　プロジェクトの推進を図るためにも、学校・家庭・地域が力を合わせ、東神楽町

Ⅲ　東神楽町コミュニティ・スクール導入の目的

　①　東神楽町では、それぞれの校区の状況により、各学校において特色ある教育に

　　取り組んでいます。これまで培われてきたものを変わらずに継続させるためには、

　　組織体制の構築が必要です。平成２５年度に策定された第８次東神楽町総合計画

　　の重点プログラムの１つでもあります。「みんなで育てる子育て環境充実のまち

Ⅳ.　学校運営協議会の主な役割

　　が目指す子ども像を明確にしながら、共通理解のもと子どもたちを育てていきた

　　いと思います。

　　②　中学校に先駈け、町内全ての小学校４校を平成２８年１月１２日にコミュニ

　　　ティ・スクールに指定。４月より各小学校において学校運営協議会の取り組み

　　　を本格的にスタートしました。中学校においても、平成２８年度１０月１日に

　　　コミュニティ・スクールに指定。これまでも、小中連携による取り組みを進め

　　　てきましたが、このコミュニティ・スクールを１つのツールに、今後も町内各

　　　々の小学校・中学校が一体となり、より連携を深めることで中１ギャップ解消

　　　や学力の定着・学習環境の維持等に努めていきたいと思います。

　　１．学校運営の基本方針を熟議し承認する。

　　２．学校運営全般に意見を述べる。

　　３．学校の運営状況を評価する。

　　『子どもたちの学習環境を支え、子どもたちに寄り添い、見守る機関です。』

　　 ○より良い学校づくりのために話しあう。

　　 ○より質の高い学校教育を支援する組織。

　　 ○地域団体を横につなげ子どもの見守る。

　　 ○学校の取り組みを地域へ伝える。



　　　地域人材の整備や活用方法について

　　　　コミュニティ・スクールだよりの発行について

　　　　熟議・研修会の開催について

　　○各機関の連携について

　　　学校運営協議会連合会（仮称）の具体的活動について

　　○教職員、保護者・地域住民等への制度及び活動内容の周知徹底

　　　　周知用パンフレット等の作成、配布について

　　　コーディネーターの役割等について

　　　学校評価、点検の在り方について

　　　学校・家庭・地域等の取り組みや役割について

　　　　HPの作成について

　　 　首長部局との連携について

          小中連携についての具体的な取り組み内容について

　　○コミュニティ・スクールを機能させるための方策を検討

　　明確なものとしていき、各小・中学校の教育活動をより深めるためのコミュニティ・

　　　これまでの成果と課題をふまえ、学校・地域・家庭のそれぞれの責任と役割を

　　けて、学校・地域・保護者のみなさんと一体となって進めていきます。

Ⅴ　平成２８年度事業をふまえた今後の方向性

　　ボランティア組織（地域学校協働本部を含む）等の効果的な活用や連携方策につい

　　　平成26年度より、文部科学省の「コミュニティ・スクール導入等促進事業」を

　　を活用し、町内小・中学校において３年間にわたり協議・検討を重ねてきました。

　　今年度、町内全ての小・中学校の指定を終えることができましたが、地域の人材や

　　て、今後さらに具体化させていく必要があります。

　　各学校運営協議会・コーディネーター・教育委員会を中心に、運営体制構築に向

　　スクール確立に向け、より一層各校の連携を図り取り組んでいきたいと考えます。



【様式２】  コミュニティ・スクール指定校 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【承認された学校運営の基本方針】「コミュニティ・スクールとして，開かれた学校をより 

推進し，地域の特性を生かしながら，家庭・地域との連携・協力に努める」     

① 知・徳・体のバランスのとれた力をはぐくむ教育課程 ② 確かな学力の定着を図る学習指導 

③ 心のふれあいを大切にした生徒指導と豊かな心を育てる道徳教育 ④ 健康でたくましい心身

をはぐくむ健康・安全指導 ⑤ 学校の内外に開かれた信頼される学校づくり 

東神楽町（指定校：小４） 

東神楽町立東神楽小学校 

  

 

   

 

 

   

 

 

【学校運営上の課題】 
 

 

児童数：198 名 

指定日：Ｈ28．１ ．12 

① 道徳教育，言語活動，体験活動の充実を図 
る。キャリア教育の充実を図る。質の高い教 
育のために，さらに，体験活動，地域の「ひ 
と，もの，こと」の活用の充実を図る。 

① 地域の人材などの活用 

《学校運営協議会の議論》 
・質の高い教育を目指すためには，地域の教育

力の活用を図り，本物にふれる機会や体験の
機会を充実させることが大切である。 

・人材の発掘の充実を図るためには，学校のニ
ーズをもとに，地域に協力を仰ぐことが重要
である。 

・まず，学校運営協議会員のできるところから
始めてみてはどうか。 

 

⑤ 学校・家庭・地域の協働を促す情報共有 

《学校運営協議会の議論》 
・協力を仰ぐためには，学校がもっと情報発

信（学校の取組，学校運営協議会の取組に
ついて）をする必要があるのではないか。 

・基本的な生活習慣，学力の向上，あいさつ
など，学校・家庭・地域でできることは何
かを協議し，具体的な手立てを講じていく
必要があるのではないか。 

・学校運営協議会員が，家庭や地域からの意
見集約の窓口の役割もあるのではないか。 

【学校運営協議会の提案による具体的な活動の予定】 

 

 

 

 

 

 

 

① 地域の人材などの活用を図る取組 

・学校運営協議会の学校支援部員の 4 人が自
ら，自分の専門分野についてやふるさと東神
楽への思いを，子どもたちに話す機会を設定
する。（「ようこそ！先輩！！」９～12 月
の月１回 計 4 回） 

 
・学校運営協議会の地域連携部では，学校支援

地域本部を中心に，学校のニーズに応じて，
学習で活用可能な人材バンクを作成する。 

 
＊４年生の総合 
 「グリーン・ 
 ツーリズム」 
 での農業体験 

の様子（今年 
から，保護者 
にも参観して 
いただいた。） 

② 学校・家庭・地域の協働を図る取組 

・児童の望ましい生活習慣，学習習慣の定着
のために，「生活リズムチェックシート」 

 「家庭学習時間チェックシート」の活用を
図り，おたよりなどで結果を公表し，実態
と習慣の定着化を図る。 

 
・学校だよりやまち comi，コミスク便り「東 
 小学校応援団」を発行し，家庭や地域に学 

校や学校運営協議会の取組の様子を発信し 
 育てたい子ども像や協働の意義を共有す

る。 
 
＊7 月に実施 

した体力テ 
ストでのお 

 手伝いの様 
 子（祖父母 

の会） 

【１年目】 

⑤ 地域，幼・保・中学校との連携，交流をさ 
 らに進める。あいさつ，家庭学習など，家庭 
 や地域との連携を，目標の共有，情報共有を

通して目指す。 



 

CS による 

教育活動 
東神楽町立 
東神楽小学校の 

ふるさと東神楽の本ものにふれる

~Change our School~ 

～地域とともにある学校づくり 東小学校応援団～ 

東神楽小学校 学校運営協議会 

会長   北川 信一さん 

 第 1 回東神楽小学校学校運営協議
会の中で，校長から，「CS として，
開かれた学校をより推進し，地域の特
性を生かしながら，家庭・地域との連
携・協力に努める」と話がありました。 

とりわけ，「本ものにふれる機会・
体験を重視していきたい」との方針を
受け，ふるさと東神楽を学ぶ「本もの 
体験学習」に取り組みました。 
 この他に，5 年生の稲作体験，3 年
生の学校園作りで，ゲストティーチャ
ーとして GTA（祖父母の会）による
「畑の先生」など，地域の人材を活用
した「本もの体験」をしています。 
 この活動をとおして，ふるさとへの
思いを深めていってくれればと思い
ます。 

毎年，４年生で実施

している「グリーン・ツ

ーリズム」は，今年で 4

回目になります。 

子どもたちが実際に

農家を訪ね，野菜の

収穫から，袋詰めまで

を体験することをとおし

て，食と農業，生産者

の願いにふれ，ふるさ

と東神楽のよさを体感

してくれればと思って

います。 

（写真） 

４年生 総合的な学習の時間 「グリーン・ツーリズム（農業体験）」 



【様式２】  コミュニティ・スクール指定校 
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【承認された学校運営の基本方針】「よく考え，思いやりをもってかかわる子どもの育成」 

① 自ら体を鍛え，粘り強く学習し，成就感のもてる子どもの育成（「継続的な体力づくり」など） 

② 友だちと一緒に，よりよい生活を創造する子どもの育成（「きまりを守る態度の育成」など） 

東神楽町（指定校：小４、中１） 

東神楽町立東聖小学校 

  

 

   

 

 

   

 

 

【学校運営上の課題】 
 

 

児童数：４５３名 

指定日：Ｈ２８．４．１ 

①  学力面は，保護者の意識も高く，「学力
検査」では，各学年ともに全国平均を大き
く上回っているが，体力面は，走力，持久
力で全国平均を大きく下回っている。 

① 継続的な体力づくりの推進 

《学校運営協議会の議論》 

・地域のサポート体制を，学力面だけでなく，
体力面でも計画的に行っていくべきではな
いか。 

・学校の継続的な体力づくりの成果と課題を，
運営協議会でもしっかりと評価し，次年度へ
の方策をたてていく。 

 

②きまりを守る態度の育成 

《学校運営協議会の議論》 

・交通量が多い地域なので，児童の登下校の
見守りを今以上に強化し，見守っていく必
要がある。 

 
・保護者・地域が，児童に積極的に声かけを

し，安全に対する意識や判断力を高めてい
く。 

【学校運営協議会の提案による具体的な活動の予定】 

 

 

 

 

 

 

 

① 継続的な体力づくりへのサポート 

・第５学年を対象とした「新学力テスト」は，
多くの種目を並行して行うため，人が少ない
と児童の待ち時間が長くなり，集中力が続か
なくなる懸念もあったが，地域コーディネー
ターに協力を依頼 
し，当日７名の 
ボランティアが 
来校。十分に人 
員を配置するこ 
とで，スムーズ 
な測定となった。今回は初年 
初年度で手探り 
な面もあったが，大きな成果があった。今後，
年間計画に位置付け，継続した取組として実
施したい。 

・継続的な体力づくりを目指し，学校では６月
～１０月まで，体育の時間や休み時間にマラ
ソンに取り組む。練習で，道路を走る場合も
あるので，今後，地域・保護者に呼びかけて，
子どもたちが安全に練習できるように見守
る体制を整えていく。 

②地域全体で児童の登下校を見守る取組 

・昨年度まで低学年の下校時に行われてきた
「友愛クラブ」「防犯協会」による「下校
時の安全パトロール」の回数を増やし，定
期化する。 

・学校からだけではなく，運営協議会発信で，
登下校の見守りを呼びかける文書を発行す
る。 

・学校とともに，児童の登校・下校・放課後
の自転車の乗り方等の実態を把握・評価 
し，「見守り・パトロール」取組の成果・
課題を明確にして，次年度への方策をたて
ていく。 

 
    
 
         

 

【１年目】 

② 友達と仲良く遊べる児童が多い反面，安全
に対する判断力が乏しく，けがや事故が多
い。交通量が大変多い校区だけに，交通ルー
ルに対する意識を高める必要がある。 



 

CS による 

教育活動 
東神楽町立 
東聖小学校の 

今，「地域連携」の穂が実る 

~Change our School~ 

～「おやじの会」で盛り上げる ５学年「田んぼの学校」～ 

東聖小 学校運営協議会委員 
「おやじの会」代表   

島田 謹介さん 

「おやじの会」の代表でもある島田さん自らが，子どもたちに直接指導しています 

本校は，２０年前まで，全校児童７０～８

０名の，いわゆる小規模校で，学校と地域の

つながりは密接でした。しかし，ここ２０年

で児童数が７～８倍になり，上川管内で最も

人数の多い小学校のひとつになりました。 

活気あふれる学校になった反面，これまで

の良さであった「学校と保護者・地域との連

帯感」が薄まっているとの声があがりました。 

そこで，４年前から，かつての連帯を取り

戻すべく，「東聖小おやじの会」が結成され，

様々な取組が進められてきました。 

「田んぼの学校」の取組は，５学年の総合

的な学習で，以前から行われていましたが，

「おやじの会」の代表で，農業を営む島田さ

んが，会の結成時にこの活動を引き継いで現

在に至っています。 

町の基幹産業である「農業」

を，地域の子どもたちに知っ

てもらいたいという思いでこ

の活動に取り組んでいます。

町の特産品である米づくりを

体験し，できた米を味わって，

少しでも，この町の特徴や良

さを感じてほしいと思いま

す。私たちが直接子どもたち

と関わり，子どもたちが「地

域」にふれることで，本物の 

「連携・連帯」が生まれると

思います。これからも，子ど

もたちのためにできることを

考え，実行していきます。 



【様式２】  コミュニティ・スクール指定校 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【承認された学校運営の基本方針】「地域の学校として保護者・地域と協働し，信頼される学校」 

① 個を大切にし，学ぶ楽しさと確かな学力・体力を育む学校（諸検査を活用した指導と評価の一体

化，保護者との連携と協力による生活習慣・学習習慣の定着） 

② 信頼を基盤とした心が通い合い豊かな心を育む学級づくり（心の居場所がある学級づくり） 

東神楽町（指定校：小４） 

東神楽町立忠栄小学校 

  

 

   

 

 

   

 

 

【学校運営上の課題】 
 

 

児童数：１３名 

指定日：Ｈ２８．１．１２ 

①  全国調査において，国語科・算数科とも
基礎基本については概ね身に付いている
が，問題文やグラフ等を読み解き題意に沿
って適切に記述する点で弱さがみられた。 

① 読み取る力，的確に表現する力の育成 

《学校運営協議会の議論》 

・週の予定に朝読書を組み込んでいるが，家読
を推奨する働きかけを一層行う必要がある。 

 
・少人数・複式指導のため相手意識をもって話

す力を高めることが大切だ。今後も教師がよ
き聞き手となって考えをまとめて表現でき
るよう支援することを続けてほしい。 

② 体力・運動能力を高める取組 

《学校運営協議会の議論》 

・保護者は自力で通学させるよう努めている
が，通学距離が長いため冬場はやむを得ず
学校の近くまで送迎している実態にある。 

・全校体育では上級生を目標にさせて指導し
ている。低学年の内から多様な運動に親し
ませて体力・運動能力が高まるよう指導の
工夫に取り組むことが望ましい。 

【学校運営協議会の提案による具体的な活動の予定】 

 

 

 

 

 

 

 

① 読むこと，話すことの充実 

・全教員が輪番で月１回全校児童を対象に読み
聞かせを行って読書に親しませる取組の継
続。 

・町の読み聞かせボランティアを招いて全校児
童を対象に読み聞かせを行って読書体験を
充実させる。 

・保護者及び学校運営協議会委員の方々へ長期
休業中の「学習サポート」にゲストティーチ
ャーとして学習支援をしていただく。（夏季
・冬季とも各２日） 

・学校運営協議会学校支援部コーディネーター
が中心となって，町の読み聞かせボランティ
アや学習支援の連絡と調整を行う。 

 
＊６月実施  

読み聞かせボ 
ランティア 
「おうまのお 
やこ」による 
読み聞かせ 

②体力・運動能力向上の日常的な取組 
・一輪車によるバランス感覚育成，積算マラ

ソンと縄跳び運動（昇級・昇段）による基
礎体力づくりと運動能力向上を目指すチャ
レンジタイム（中休み）の活用を継続。 

・春季と秋季のマラソン記録会で成長を実感
させる取組。子どもの意欲を高めるため保
護者に案内し，応援をいただくことの継続。
（自発的に伴走してくださる保護者の姿が
ある） 

・体育の授業では，準備 
運動として体ほぐしや 
体つくりに多様な運動 
を取り入れて，子ども 
が楽しみながら運動に 
親しむ指導の姿を続け 
ることが大切だ。 

・初年度として，気づき 
を生かした今後につな 

がる支援を行っていく。 

【１年目】 

② 新体力テストの結果から，全体的に発達段
階相応の体力・運動能力が身に付いておら
ず，とりわけ反復横跳びや立ち幅跳びなど瞬
発力を高めることが課題となっている。 

 



 

CS による 

教育活動 
東神楽町立 
忠栄小学校の 

稲作体験を通して地域を学ぶ 

~Change our School~ 

～地域の人材・環境を活かして学ぶ豊かな体験活動～ 

忠栄小学校  学校運営協議会 

委員長  吉田 博道さん 

農業中心の地域にある学校ならではの学

習として地域の農業者の理解と協力を得て

稲作体験を行ってきました。しかし，春の

田植えともちつき集会（収穫祭）をする単

発的な学習では学びが深まらないのではと

のご意見を受けました。そこで地域の教育

資源を活用した体験学習として，稲の生育

の様子を学ぶ機会や自ら田植えした稲を刈

るまでの約半年にわたる体験活動を行って

います。まとめの発表は，地域の方々を招

待するもちつき集会の場で行います。 

「田んぼの先生」に教えていただき，素足で田植え体験を楽しみました  

子どもたちが親や地

域の人から直接，地域

の産業について体験を

とおして学ぶのは大変

結構なことと思いま

す。地域が一丸となっ

て子ども達のさまざま

な学びを応援する取組

を今後も続け，「この学

校で学んで良かった」

と思えるコミュニテ

ィ・スクールを目指し

ます。 



  コミュニティ・スクール指定校 

 

【学校運営協議会の提案による具体的な活動の予定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 豊かな心を育てる取組 

◇学校からの働きかけも行ったが，今年度か

ら，春と夏の花の苗植えを保護者や地域の

方に講師をしていただき，児童に苗の植え

方を教えていただいた。また，保護者や地

域の方と一緒に花の苗を植えた。 

 

 

 

 

 

 

 
◆手入れの方法も 
 保護者や地域の 
 方に教えてもら 
 い，日常の水や 
 り，草取りに励 

んでいる。 

① 読み取る力の向上と言語活動の充実を図

る取組 

◇月２回程度，全児童を対象として，教職員や

保護者が読み手となるのはもちろんのこと，

地域の方にも読み手となってもらうよう依

頼し，「読み聞かせ」を行っている。 

  

 

 

 

 

 

 

◆朝学習の時間に，全校児童一斉に１０分間 

 読書に取り組んでいる。「１０分で読める 

 名作」等の書籍を活用し，読書訓練（時間内

に読む・理解する）を行っている。 

【承認された学校運営の基本方針】 

（「『生きる力』を育む教育課程の充実」と「保護者・地域に開かれた学校づくり」） 

① 確かな学力の向上と言語活動の充実（一斉朝学習や朝読書，秋の読書月間，読み聞かせ会の実施） 

② 保護者や地域との連携による豊かな心の醸成（春・夏の花苗植えの実施，花咲き山プロジェクト） 

東神楽町（指定校：小４） 

東神楽町立志比内小学校 

  

 

   

 

 

   

 

 

【学校運営上の課題】 
 

 

児童数：８名 

指定日：Ｈ２８．１．１２ 

① ＴＫ式学力検査の国語科における結果に
ついて，「読むこと」領域の数値は決して低
くはないが，ほとんどの児童が時間内に問題
を終えることができていなかった。 

① 読み取る力の向上と言語活動の充実 

《学校運営協議会の議論》 

・児童の文章を正しく読み取る力を高めるため

には，家庭や地域と連携して読書に親しむ習

慣を身に付けることが大切である。 

・どの子どもにも，限られた時間内で読むこと

ができるよう，読書の訓練が必要ではない

か。朝読書で取り組むことが必要である。 

② 地域との連携による豊かな心の醸成 

《学校運営協議会の議論》 

・児童の豊かな心の醸成のためには，家庭や

地域と連携し，心のふれあいを大切にすべ

きである。 

・花壇への花苗植えの活動を通して，日常の

基本的な挨拶や礼儀，感謝する心，広い心

など，豊かな心を育てることができる。 

【１年目】 

② 昨年まで学校のみで行っていた，校庭花壇
の春と夏の花苗植えを，地域や保護者の方の
協力を得ながら実施することとした。 



 

地域の願いを子どもが受け継ぐ 
～保護者・地域と一体となった魅力ある学校～ 

志比内小学校 学校運営協議会 

外部評価委員 藤田 政義さん 

田植え体験における，手植え活動の様子。活動後に地域の先生と保護者の方と記念撮影で，はい，チーズ！ 

学校運営協議会の中で，「ぜひ，子ど
も達に田植え体験をさせたい」との声
があがりました。以前も，総合的な学習
の時間に田植え体験を行っていました
が，今回は生活科の学習とも関連させ，
１・２年生の児童にも体験させるとい
うことになりました。地域の農家であ
る藤田さん親子の多大なる協力の下，
５月２４日に田植え体験を行いまし
た。当日は，ドローンによる空撮もあ
り，子ども達はヒンヤリと冷たい土の
感触を足元に感じながら，気持ちよく
作業を行いました。藤田さんの耕耘機
にも乗せていただき，大喜びの子ども
達でした。今後は，９月末か１０月上旬
に稲刈りを行う予定です。 

 機械植えばかりの今，子

どもたちに手植えの体験や

稲を手で刈って稲束を作

るという経験をさせたいと

思いました。昔の作業がど

れだけ大変だったかや昔

の人たちの苦労を少しでも

知ってもらえればと思いま

す。子ども達の記憶に留

めてほしいという願いで

す。地域の思いを子どもた

ちにつなげたいです。 



コミュニティ・スクールだより 

 
 
 
 
 
 
 
 
 1 月に町内４校の小学校がコミュニティ・スクール指定を受け，東神楽町のコミュニティ・スクール

がスタートしました。３月に第１回東神楽小学校学校運営協議会を立ち上げ，５月には第２回の学校運

営協議会を開き，今年 1年間の取組について，話し合いました。 

 このコミュニティ・スクールだより「東小学校応援団」では，東神楽小学校の保護者，地域の皆様に 

コミュニティ・スクールの取組の様子をお知らせすることを目的として，これから発行させていただき

ます。ご一読いただき，東神楽小学校のコミュニティ・スクール，地域とともにある学校づくりを応援

して頂ければ幸いです。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 ○ 学校運営協議会を設置している学校のことです。 

 ○ 保護者や地域の声を学校運営に反映します。 

 ○ 保護者・地域・学校・教育委員会が一体となって，よりよい学校を創り上げていくものです。 

 

 

 

 

 ○ 保護者や地域住民が責任をもって学校運営に参加します。 

 ○ 子どもの豊かな学びと育ちのために地域に開かれ，信頼される学校づくりを進めていきます。 

 ○ 学校だけでなく，地域の活性化も期待されています。 

 

 

 

 

 ○ 会長   北川 信一                     

 ○ 副会長  花田 芳人 

          （敬称略） 

 

地域連携部 学校支援部 学校評価部 外部評価委員 

○地域における事業促進 

○広報活動、児童生徒の 

 健全育成及び安全指導 

 等に関する活動  

○教育活動への保護者・ 

 地域人材の積極的な参

 加促進に関する活動 

 

○学校の基本的な方針に

基づき学校運営の点検

や評価・助言を行う  

 

○取組や成果

について評

価・助言を

行う 

部長  筒井 聡一 部長  堤  泰樹 部長 小足 幸久  相蘇 義信 

    塚田  弘     常本 幸治    大沼 淳子  

    花田 芳人     北川 信一    本谷 昌紀  

    杉山 規愛     清河小百合   

教頭  岸  政継 地域 CO 小田島充彦 （校長 本田  修）  

平成 28 年度  

東神楽小学校 学校運営協議会

地域連携部発行

平成 28 年 6 月 23 日 

第 1 号

コミュニティ・スクールって，何？ 

コミュニティ・スクールの目的 

H28 東神楽小学校 学校運営協議会委員の紹介



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～第２回学校運営協議会から～   
教育委員会から，松永コーディネーター，伊藤社会教育主事にもご参加いただきました。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 本田 修校長より，平成 28 年度の学校経営方針

の説明，今年度の重点について，説明をさせてい

ただき，委員の皆さんに承認をいただきました。

 子どもたち

の教育の質を

高めたい。 

本物にふれる

ことの大切さを

教育活動に！ 

委員の皆さんから，出されたご意見をご紹介します。

 この組織を，新たなことに取り組む

というよりは，学校が困ったときに助

けられるような組織にしたい。 

 子どもたちのために，何をするのか。結局，何をやってい

るのか分からないようでは困る。もっと，保護者や地域に取

組の意義や中身を発信してほしい。 

 わたしたち，学校運営協議会委員は，保護者や地域の学校

に対する期待や意見を吸い上げる窓口も担っているのでは

ないか。 

各部の話し合いの様子 

＜全体を通してのご意見＞ 

「本校は，今までも地域に支えられ，つながりはすでにできている」という発想では，

新しくコミュニティ・スクールをやる意味がない。「この学校運営協議会をやって良かっ

た。」と実感できるように，学校と地域，先生方と保護者，地域との距離を縮められるよ

うにしていくことが大切ではないか。 

＜地域連携部＞ 
○保護者，地域と連携して 
・あさいつ，子どもの見 
 守り 

○広報活動 
・町の広報誌，HP への打 
診 

○人材バンク 
 ・社協と連携 

＜学校支援部＞ 
○これまでの活動の充実 
・畑づくり，もちつき 
田植え，稲刈り 

・グリーンツーリズム 
 保護者への参加を促 
 す（活動を周知する）

○できるところから 
・全校朝会での講話 

＜学校評価部＞ 
○保護者アンケートの充 
実・改善 
・学校のニーズ 
・アンケートの形式 
・外部評価の在り方 
  



コミュニティ・スクールだより 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

～平成 28 年度学習発表会テーマ 「舞台で輝け 東小っ子」 
学習発表会を終えて！～ 

  

10 月 16 日（日）に 2 学期最大の行事，学習発表会

も終わりました。ご来賓の皆様や保護者の皆様，地域の

皆様に見守られて，子どもたちは練習の成果を体育館い

っぱいに，披露することができました。 

たくさんの温かなご声援ありがとうございました。 

 

 

 ＜１年生の元気な「はじめの言葉」＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ＜衣装がさらに演技を引き立てた２年生の劇＞ 

  ＜５年生のきれいなハーモニー＞ 

   

 

 

 

 

 

                         ＜歌に器楽にがんばった３年生＞ 

                        ＜元気を送り届けてくれた３年生の歌声＞ 

 

＜演技力が光った４年生の劇＞ 

 

 

 

 

 

 

 

                      ＜小学校生活最後の劇を全員で演じきった６年生＞ 

 

 

 

平成 28 年度  

東神楽小学校 学校運営協議会

地域連携部発行

平成 28 年 10 月 28 日 
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ご協力ありがとうございました！ 

 ＰＴＡバザー収益金 35,821 円 

赤い羽根共同募金  13,906 円 

ＰＴＡバザー，共同募金でご協力い

ただいた保護者，地域の皆様，ありが

とうございました。 



 

 

 

 

  

                     ９月 16 日（金）1 年生が，畑の作物の収穫と収穫祭を 

                    ＧＴＡのみなさんと一緒にしました。この日は，お忙しい

中にもかかわらず，７名のＧＴＡの皆さんの応援をいただ

き実施しました。 

                     まず，畑では，子どもたちが，今シーズン一生懸命育て 

                    てきたジャガイモ，スイカ，かぼちゃを収穫しました。次 

                    に，家庭科室に場所を移し，かぼちゃ団子，いも団子を一 

                    緒に作って食べました。収穫から試食まで，いろいろ教え 

＜一緒に畑の作物を収穫しました＞  いただき，子どもたちも笑顔がいっぱいでした。 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 「ジャガイモの皮は，こうやってむくんだよ！」 「お礼のお手紙と自分たちで育てた 

朝顔のたねをプレゼントしました。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 年生 GTA の皆さんと一緒に 収穫祭！！

～かぼちゃ団子 
いも団子づくり～ 

 それぞれの下準備から食べるまで，ＧＴＡ

の方にいろいろ教えていただきながら，進め

ていきました。 

 みんなで食べるとおいしいね！ 

ご協力に感謝です！ありがとうございまし

た！！ 

 
 
 
 
町内在住の柳沼雅彦様から，1 年間の「朝日写真ニュー 

ス」のご寄贈いただきました。１階の保健室の前の壁に掲示
させていただきました。 
 この写真ニュースは，朝日新聞社の報道カメラマンが内 
外の政治，経済，社会，文化，スポーツなど各界のニュー 
スをとらえた報道写真の中から毎週４枚１組として特選し 
たものです。 
 子どもたちの視野を広げるうえで，活用させていただき 
ます。ご寄贈ありがとうございました。 

朝日写真ニュース ご寄贈ありがとうございます！ 
     （株）柳沼 代表取締役 柳沼 雅彦 様 



コミュニティ・スクールだより 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

卒業式、1 年の締めくくりに向けて 
  

今年は、例年になく、冬の訪れが早く、12 月にはかなり雪も積もりました。しかし、この頃は、

日も長くなり、5 時を過ぎても明るい時期になりました。近づく、春の足音が聞こえてきそうです。 

学校では、「1 月は行く、２月は逃げる、3 月は去る。」とよく言います。1 日、1 日があっという

間に過ぎていくという意味です。 

  卒業式、修了式まで、あと４週。教室からは、卒業式に向けた歌の練習や６年生を送る会に向けた

準備、練習も始まってきています。6 年生は、お世話になった校舎への感謝の気持ちを込めて、窓ふ

きや校内の清掃など，奉仕作業が始まりました。3 月 17 日（金）の卒業式、24 日（金）の修了式

に向け、1 歩、1 歩、確かな歩みを続けているところです。 

  昨年の 1 月 12 日に町から CS（コミュニティスクール）の指定をうけ、2 月に第 1 回学校運営協

議会を開いてから 1 年が経とうとしています。この間、これまであった活動の他に、「できるところ

から、始めよう。」「やってよかった CS にしよう。」「学校が助けて欲しいところを応援しよう。」と 

 11 名の学校運営協議会委員の皆さんのご協力の下、様々なことに取り組んできました。（取組につい

ては、1 月号で紹介させていただきました。）来週、第 5 回学校運営協議会を開き、今年度の活動に

ついて、成果と課題について、話し合います。詳しくは、来月、発行予定の CS だよりに掲載させて

いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年度  

東神楽小学校 学校運営協議会

地域連携部発行

平成 29 年２月 23 日 

第９号

＜２年生保護者スキーボランティア＞ 
 毎年、3 学期はスキー学習が、2 回あります。子どもたちを滑る技量に合わせて、グループ 

で指導します。特に、低学年では、スキーの着脱から、片付け、ゲレンデの指導など、手をか 

けなければいけません。12 月に町の防災無線を通して、学校スキーボランティアの募集をし 

ていただきましたが、残念ながら、応募はありませんでした。 

 ２年生から、保護者ボランティアをお願いできなかというニーズがあり、2 年生の保護者の 

皆さんに「保護者スキーボランティア」のお願いをしました。2 年生のお母さん７名、他の学 

年のお母さん 1 名にお手伝いをいただきました。スキーの着脱、ゲレンデで転んだ児童への対 

応など、指導の補助をしていただきました。ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

＊ＣＳの広報活動

＜協力いただいた方の感想の一部を

紹介します。＞ 

・本当にすてきな経験ができ、うれしかっ

たです。これからもこういう機会があれ

ば、よいと思いました。 

・スキーの技量やリフトに乗った経験など

差がある中での指導で、ボランティアは

必要と思います。どんどんボランティア

を集めて、参加してもらってよいのでは

ないでしょうか。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 月 1 日（水）の全校朝会で講話をいただきました。この朝会での講話も今回で 4 回目
になります。子どもたちも、「どんなお話が聞けるのかな。」と興味津々です。今回は、大
きく２つのことについてお話しいただきました。 

 
○ もっとよく見てみよう 

 

 

 

 

 

 

 

 〇 夢は、今、言えなくても、いつかできる時が来るから。 

 

 

 

 

全校朝会のお話～第４弾～ 
堤  泰樹さん（東小学校運営協議会 学校支援部長）

○ 地域で子どもたちを見守る！ 
先週、東聖小のグラウンド横のあいさつ通りで、1 年生の女児が見知らぬ男に腕をつかまれた事

案がありました。すぐに、女児が走って自宅に逃げ帰ったため、幸い大事には至りませんでしたが、

市街地でもこのようなことが起こらないとは限りません。 

 学校でも、子どもたちに、見知らぬ人に声をかけられたり、車に乗せられそうになったりしたと

きに、どのように対処するかについて、再度、確認、指導しました。 

 

（合い言葉～いか～ついて行かない の～車に乗らない お～大声でさけぶ 

 す～すぐに逃げる し～大人に知らせる） 

 

また、集団下校、下校時の見守り、車によるパトロールなどを実施しました。関係機関である旭

川東警察署、東神楽駐在所のパトカーのパトロールはもとより、町の防犯協会の皆さんにも、車で

パトロールをしていただきました。迅速な対応に感謝です。 

   

 地域での不審者情報、子どもたちにとっての危険箇所、危険な遊びなど、気になることがありま

したら、学校（８３－２３４４）まで、お電話いただければ幸いです。 

皆さんの住んでいるこの東神楽にも、気を付けて見てみると、美しいものがありま

すね。例えば、わたしは、水田に田植えをする前、夜に田んぼの水面に映る月が美し

いと思いました。わたしたちの身近なところにも、美しいものがありますよね。 

時々、気を付けて周りのものをもっとよく見てみましょう。 

自分は友達と関係を作るのが、上手な方ではなか

った。人前に出るのも苦手なほうだった。 

最初は、サラリーマンになったが、その時点で夢

があって、その仕事についたとは言えない。実家の

農家を手伝うようになって、初めて「いろいろなこ

とをやってみたい。」という夢が生まれてきた。 

大人はみんなに、「夢は何？」って聞くと思うけ

ど、夢は、今、言えなくてもいい。いつかできる時

が来るから。大切なのは、今、目の前にあることを

一生懸命取り組むことではないでしょうか？ 



東神楽町立東聖小学校 学校運営協議会 
 

  
 
 
 

 
 

 

   

 「田んぼの学校」の集大成 ５年「お米パーティー」 

～お世話になった方々（おやじの会）招き、感謝表す～   
５年生の「田んぼの学校」の取組は、本校「おやじの会」の皆さんのご協力によって、５月の「田植え

体験」、秋の「稲刈り体験」などが行われました。 

今回は、実際に収穫したお米を使い、５年生が「お米パーティー」を開いて感謝の気持ちを伝えました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５年生がこれまでの感謝の気持ちを伝えています       実際に収穫したお米をお世話になった島田さんといただきます！ 

 

２年生生活科 「えがおのひみつ発表会」  

～地域の方々に、「お店探検」の成果を発表～   
本校では、例年２年生の生活科の学習で地域の様々な施設をグループごとに見学する「お店体験」を実

施しています。今年も、近隣の商店街の皆様のご協力で活動を実施しました。 
さらに、本年度から「コミュニティースクール」の取組が始まったことを受け、今回あらためて気づい

た地域の良さを、地域の方々自身に聞いていただく活動を始めました。題して、「えがおのひみつ発表会」。
今回は、いつも低学年と定期的に交流していただいている「友愛クラブ」の方々と保護者の方をお招きし
て、発表会を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の方々にインタビューしています            グループごとに調べたことをまとめて発表しました 

平成２９年１月２４日  
第 ２ 号 
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   ２月９日  １年生「むかし遊び交流会」      

～友愛クラブ・民生委員の皆さんをお迎えして～   
本校１年生「むかし遊び交流会」の取組が、２月９日(木)、友愛クラブ・民

生委員の皆さんのご協力によって行われました。本校では、毎年行われている

取組です。 

この取組では、むかし遊びを通し，地域の方との交流を図るというねらいは

もちろんのこと、地域の方から、直接、さまざまな遊び方を習うことによって、

むかし遊びに興味を持ち、普段の生活に生かしてほしいという願いもあるので

す。 

学校だけでは、なかなかこうしたねらいや願いに迫ることができないので、

友愛クラブさんが毎年力を貸していただいていることはほんとうにありがた

いことです。 

さらに、本校児童の課題でもある「正しい言葉遣いや心のこもった挨拶をす

ることができる」という部分も、地域の方と直接関わるこうした場面を

通じて、身についていくものと考えています。 

１年生の児童は、それぞれのコーナーに遊びを教わりに行くとき、必

ず「おねがいします」「ありがとうございました」と伝えていました。こ

のような光景が、地域の日常でもたくさん見られるようになることを切

に願います。 

友愛クラブ・民生委員の皆さん方には、子どもたちと給食も一緒に食

べていっていただきました。ほのぼのと、心温まる１日となりました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年２月２３日  
第 ３ 号 



 
 
 
 
 
 
 
 

☆平成 28 年 10 月 1 日 コミュニティスクール指定 

 平成 28 年 10 月 1 日、東神楽中学校はコミュニティスクールの指定を受け

ました。すでに、町内４つの小学校が、4 月 1 日にスタートしており、これで

町内 5 校すべてが、コミュニティスクールとなりました。全国的には、平成 28

年 4 月時点の調査で、２，８０６校、道内では本町も含め 64 校、管内では占

冠村の指定に続くものとなっており、今後ますます増える傾向にあります。 

 

 コミュニティスクールのねらいは、「地域と共にある学校づくり」を軸に、社

会総がかりで子どもたちを育て上げることです。子育てや、子どもの成長のグ

ランドデザイン（目指すべき子ども像）を、学校・家庭・地域で共有し、思いや

知恵を合わせて相談、協力していくことで、地域一体となって、子どもたちの

成長を見守っていくことができます。今後は、三者（学校・家庭・地域）でのよ

り深い共通理解を実現し、立場や役割を生かしたアプローチの仕方を見出して、

子どもたちを成長させていきたいと考えています。 

 

 11 月 10 日（木）に、第 1 回学校運営協議会を開催し、水野和男教育長のご

挨拶に始まり、学校経営方針の承認、組織の確立、部会等、協議・熟議を行い

ました。学校運営協議会は、今後も適宜開催し、より具体的な連携の仕方を構

築していきます。保護者の皆様からも、これまで以上に多くのご意見をいただ

ければ幸いと考えます。 

＊学校運営協議会は全 15 名、3 つの専門部で構成されています。役員等裏面。

               

              写真上：地域・小中連携コーディネート部 部会



                                          

東神楽中学校 学校運営協議会    ＊敬称略 

      校⻑  飯⽥ 勝彦   会⻑   鈴⽊ 憲和  
                    副会⻑  錦川 勝⾏  
     ◎地域・小中連携コーディネート部            

        部⻑  ⼤屋 美奈⼦（東聖⼩校区から） 
        副部⻑ ⼭本 美和 （学校 教務主任） 
        部員  安藤 有⼀ （東神楽⼩校区から） 
            坂本 和則 （忠栄⼩校区から） 
            保志 清⾹ （志⽐内⼩校区から） 
      ◎学校支援部 

        部⻑  濱野 明美 （中央地区公⺠館） 
        副部⻑ 椎名 俊⽂ （学校 ⽣徒指導部⻑） 
        部員  及川 功  （体育協会） 
            斎藤 喜実恵（本校 PTA 副会⻑） 
            ⼭本 眞澄 （交通指導部）        
      ◎学校評価部 

        部⻑  ⽯上 陽彦 （元校⻑） 
        副部⻑ 桑内 寿則 （学校 主幹） 
        部員  鈴⽊ 憲和 （元町⼦連会⻑） 
            錦川 勝⾏ （本校 PTA 会⻑） 
            ⻄根 昭紀 （元校⻑ 外部評価委員） 
 

  
写真上：冒頭 教育⻑のご挨拶           写真上：各部会（学校⽀援部） 

⼩中のつながりを 
より⼀層充実！ 

安 全 ・ 安 ⼼ 
部 活 動 等 
より⼀層 

充実！ 

学校の⼯夫・改善 
強⼒にアシスト！ 

 



 
 
 
 
 
 
 

☆第 2 回 学校運営協議会 アクションプランを評価 

 本年度最後の会議となる、第 2 回学校運営協議会を 3 月 2 日（木）に行い

ました。コミュニティ・スクールが 10 月に導入され、11 月に第 1 回学校運

営協議会を開催。年度途中の導入ということもあり、ほぼ、協議に終始するこ

とになりましたが、学校・家庭・地域の連携について、具体的に意見交流がで

きたことは、次年度に向けて意義あるものとなりました。 

これまでも、地域との連携はたびたび話題になっていたものの、なかなか具

体化していかない実態があったように思います。しかし、コミュニティ・スク

ールの導入により、学校の方針を理解していただき、学校・家庭・地域の三者

が、子どもたちの様子や目指したい子ども像をしっかりと共有することで、必

要な連携の形が見えてきました。すべては「子どもたちの望ましい成長のため」

学校・家庭・地域が一体となって取り組む子育て・教育の姿が、いよいよ本格

化していきます。以下、話し合われた連携の具体策を記載します。 

 

◆地域・小中連携コーディネート部 

 ・参観日、地域公開日のお知らせを、もっと町内広くに行って、子どもたち

の活動ぶりを見ていただきたい。（有線放送等の活用） 

 ・1 年の職場訪問、2 年の職業体験学習など、協力いただける事業所をもっ

と広く要請したい。 

                       
写真上：地域・小中連携コーディネート部

 

 



◆学校支援部 

 ・登下校の安全指導、バス停指導等、地域との連携を図りたい。 

 ・ゲストティーチャーなどの要請をし、学校のニーズに合わせた支援をお願

いしたい。 

 ・スキー授業でのスキー指導など依頼することは可能か。 

 

◆学校評価部 

 ・アクションプラン数値目標を再考してはどうか。 

 ・地域アンケート等の在り方を考えてみたい。  下表：アクションプラン

                           総括評価 

             

写真下：学校支援部            

    

写真下：学校評価部 

 

 

 

 多くの意見、アクションプ 

ラン評価結果を参考に、次年 

度、いよいよ具体的な連携が 

スタートします。より一層の 

ご理解・ご協力をお願いしま 

す。 
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【教育目標】  たくましく生き抜く力と豊かな人間性の育成 平成２８年10月
【子 ど も像】  すすんで学びとる生徒（創造）・思いやりのある生徒（協力）・粘り強くやり抜く生徒（意志）・積極的に体を鍛える生徒（健康）
【重点目標】  ビジョンを共有し、新しい学校づくりを目指す　～1年次～

1
わかった・できた、満足感を味わっ
ている。

1
分かる
授業の
構築

80 1
個々の学習状況の把握と指導法工
夫改善

1 子どもの学習状況を把握する。 1
学習機会の拡充（地域未来塾等）
を図る。

2
授業が楽しく、意欲をもって取り組
んでいる。

2
意欲的
な学習
姿勢

80 2
組織による積極的な学習指導と
個々の研鑽

2
子どものやる気や意欲を認め、励
ます。

2
外部講師等、学校参画や協力を促
進する。

3
わからないことや疑問を追及してい
る。

3
追及す
る学習
姿勢

80 3
TT、習熟度別指導、学習相談機
能の充実

3
学習上の悩みを共有し、可能なアド
バイスなど支援する。

3
地域の学習素材の発掘やリスト化
を図る。（体験学習等）

4
家庭学習の習慣が身についてい
る。

4
家庭学
習習慣
の定着

80 4
学習方法指導、個別指導や家庭
学習の充実

4 生活リズムの確立を支援する。 4

5 学習規律が身についている。 5
学習規
律の定
着

80 5 日常観察交流と適宜指導の充実 5 参観日等、積極的に参加する。 5

6 明るく元気な挨拶を交わしている。 6
社会性
の伸長

100 6 率先垂範、言語活動の充実 6 明るく元気な挨拶を師範する。 6
地域をあげて、明るく元気な挨拶を
推奨する。

7
人間関係の課題を克服して、明る
く、よりよく、生き生きと生活してい
る。

7
道徳的
実践力

90 7
居心地のよい学級・学校づくりの推
進

7
親子の会話を増やし、学校生活の
様子を把握する。

7

8
いじめをしない、許さない意識を強
くもっている。

8
いじめ根
絶

80 8
いじめは絶対に許されない意識の
定着

8
友達の把握と、良好な友人関係を
指導・支援する。

8

9 仲間と協力し、共に努力している。 9
仲間意
識の醸
成

90 9
三大行事（体育祭、学校祭、卒業
式）での指導充実

9
子どもの活動場面を直に見て、話
題を共有し、がんばりを認める。

9 学校行事に積極的に参画する。

10
規範意識、安全への意識をもって
生活している。

10
道徳的
実践力

90 10
道徳授業の改善、安全指導等、全
教育活動との関連を図った日常指
導の充実

10
社会規範や安全意識を、家庭内で
も高める。

10
社会規範や安全意識を、地域総が
かりで高める。（町内会等での共有
等）

11 夢や希望，目標をもって努力する。 11
夢、希望
自己目
標

90 11
学習の動機づけを強くする、キャリ
ア教育の推進

11
子どもと夢を語り合い、子どもの夢
を応援する。

11
子どもたちと直にふれあう事業や、
地域行事を大切にする。

12 諸活動に意欲的に取り組む。 12
自己有
用感

80 12
部活動をはじめとした個性等の伸
長を図る、諸活動での指導充実

12
子どもの活動場面を直に見て、褒
め・認め・叱咤激励する。

12
地域としても、部活動を支援する気
運を高める。（外部コーチ等）

■ 学校経営、学年・学級経営への位置づけ ■ 運営協議会 ■ ステップアッププランとの連動 ■ 家庭教育の充実 ■

■ PDCAサイクル (評価部会・全体会) ■ 学期ごとの具体策協議 ■ ＰＴＡ活動への協力・推進

□ 生徒アンケート・教職員自己評価 □ 運営協議会 □ 教職員自己評価 □ 保護者アンケート □ 地域住民(運営協議会委員)アンケート

□ 教育相談・観察 (評価部会・全体会) □ 校内研修、学校評価の活用 □ 各種会議での意見聴取 □ 各種会議での意見聴取

□
全国学力・学習状況調査等の諸調
査結果

□
全国学力・学習状況調査等の諸調
査結果

□
参観日等、コミュニケーション機能
の最大限活用

□
地域コミュニティ連携による情報共
有

東神楽中学校　コミュニティスクール・アクションプラン

【評価】   A 85％以上    B 70％以上   C 50％以上   D 50％未満

（創造）

すすんで学ぶ

達
成
率
(％)

評
価

達
成
率
(％)

学  校 達
成
率
(％)

評
価

家  庭
評価

達
成
率
(％)

評価方法

推進方法

心かよう

（協力）

鍛える
(意志・健康)

積極的な学校公開、地域人材・学
習素材の活用

評
価

達
成
率
(％
)

評
価

地  域

地域の子どもたちを見守り、気づいたこ
とを積極的に共有する。

子どもの状況に目を配り、地域の
大人として指導・支援する。

項目

総  括重  点 求める子どもの姿 数値
目標
(％)

達成
率

評
価

子ども 教師
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東 聖 小 学 校 を 例 と し た 『 学 校 』 と 『 地 域 』 の 連 携 ・ 協 働 と 推 進 体 制 の 仕 組 み

学 校 地 域

・ＰＴＡ ・保護者 ・東聖地区公民館

・こども会 ・友愛クラブ ・おやじの会

・同窓会 ・幼稚園、保育園

・民生委員児童委員 ・学識経験者

・各種少年団 ・東聖てらこや

・ひじり野地区活性化実行委員会 等

連携・協働

東神楽町コミュニティ・スクール連絡協議会

町内各小中学校の運営協議会の調整・情報交換を行っ
たり、地域学校協働本部との課題等の共有を図る。

連携 連携

コミュニティ・スクール

・地域コーディネーター（教務担当教諭）を窓口に、

学校運営協議会の運営業務の調整や地域住民等に

よる学校支援などの地域連携の企画・調整を行う。

・地域コーディネーター

（教育委員会職員）

地域側の窓口となり、学校支援、

放課後の教育活動等の調整を行う。

※地域学校協働本部に所属

外
部
評
価
委
員

（
学
識
経
験
者
）

会 長（同窓会長） 副会長（公民館長）

○運営協議会に関する

活動の連絡・調整・

運営等の推進

学校評価部

【主な活動】

・調整、連絡

・評価のまとめ

・案内文書、議案作成

・会議の推進

・記録保管

・広報誌発行 等

○学校の基本的な方針に

基づき学校運営の点検

や評価・助言を行う

【主な活動】

・学校運営状況の点検、

評価

・協議会運営状況の点検、

評価

・保護者等アンケートの

実施

・保護者、地域の意見、

要望の取りまとめ

東聖小学校運営協議会

・学校運営基本方針の承認

・学校運営（教育活動）に関する意見

・学校支援活動等の総合的な企画

・学校関係者評価の基本方針の検討

・学校運営に関する全体的な協議の場

○教育活動への保護者・

地域人材の積極的な

参加促進に関する活動

【主な活動】

・あいさつ運動

・生活標語の取り組み

・生活リズチェックシート

・体力づくり

・一人一鉢運動

・友愛クラブ見守り隊

・土曜補習授業支援 等

全体会

部 会

学校支援部
【部 長】（元ＰＴＡ会長） 【部 長】（友愛クラブ会長） 【部 長】（民生委員）

【部 員】（おやじの会代表）

（学識経験者）

（こども会）

【部 員】（公民館長）

（幼稚園長）
【部 員】（同窓会長）

（学識経験者）

推進部

【事務局】（教諭） 【事務局】（教諭） 【事務局】（教頭）

両輪となり推進

パートナーシップの構築

により、新しい時代の教

育、地方創生の実現を目

指す。

評価・助言



   東神楽町学校運営協議会規則 

 （目的） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第４７条の５の規定に基づき設置する学校運営協議会（以下｢協議会｣と

いう。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （趣旨） 

第２条 協議会は、各学校が掲げる教育目標の実現に向け、一定の権限と責任を持っ

て学校運営に参画することにより次に掲げる事項の達成を目指すものとする。 

 （１） 保護者及び地域住民等が学校の運営に積極的に参画することにより、学校

と保護者、地域住民等が協働して、それぞれの地域特性を活かした特色ある学校

づくりを行うこと 

 （２） 学校と保護者及び地域住民等が連携協力し、学校を核としたコミュニティ

活動を進めること 

 （３） 学校と保護者及び地域住民等との信頼関係が深まることにより、地域に開

かれ、地域が支え、信頼される学校となること  

 （指定及び設置） 

第３条 東神楽町教育委員会（以下｢教育委員会｣という。）は、協議会の設置により

前条各号に掲げる事項を達成できると認めるときは、協議会を設置する学校を指定

し、当該指定した学校（以下｢指定学校｣という。）ごとに協議会を設置するものと 

 する。 

２ 校長は、前項の指定を受けようとするときは、教育委員会に申請することができ

る。 

３ 教育委員会は、第１項の指定に当たっては、申請を行った学校の校長、保護者及

び地域住民等の意見を反映するよう努めなければならない。また、第１項の規定に

よる指定をするときは、あらかじめ保護者と地域住民等に周知するものとする。 

 （委員） 

第４条 協議会の委員（以下｢委員｣という。）は、次に掲げる者の内から教育委員会

が任命する。 

 （１） 当該指定学校に在籍する児童又は生徒の保護者 

 （２） 当該指定学校の所在する地域の住民 

 （３） 当該指定学校の校長、その他の教職員 

 （４） 当該指定学校を卒業した者、その他の当該指定学校に関係を有する者 

 （５） 学識経験者 

 （６） 関係行政機関職員 

 （７） 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者 

２ 当該指定学校の校長以外の委員については、当該指定学校の校長が推薦すること



ができる。 

３ 委員の辞職等により欠員が生じたときは、教育委員会は速やかに新たな委員を任

命するものとする。 

４ 委員の定数は、各指定学校につき１５名以内とする。 

５ 委員は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項に規定する非

常勤の特別職職員の身分を有する。ただし、委員の報酬については別に定める。 

 （任期） 

第５条 委員の任期は、任命の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。 

２ 前条第３項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

３ 前２項の規定にかかわらず、当該指定学校の指定期間が満了したとき、又はその

指定が取り消されたときは、委員はその身分を失う。 

 （守秘義務等） 

第６条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同

様とする。 

２ 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。 

 （１） 協議会の運営に著しい支障をきたすような行為 

 （２） 営利行為、政治活動、宗教活動等に委員としての地位を不当に利用する行

為 

 （３） 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為 

 （委員の解任） 

第７条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったときのほか、委員が次の各号の

いずれかに該当すると認められるときには、委員を解任することができる。 

 （１） 心身の故障のため、職務を遂行することができないとき 

 （２） 第４条第１項各号に定める者に該当しなくなったとき 

 （３） 前条の規定に違反したとき 

 （４） 前３号に定めるもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき 

２ 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当する場合は、直ちに教育委員会に報告

しなければならない。 

 （会長及び副会長） 

第８条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、当該指定学校の校長そ

の他の教職員を会長又は副会長に選出することはできない。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 



 （基本的な方針の承認等） 

第９条 指定学校の校長は、指定学校の運営に関して、毎年度次に掲げる事項につい

て、基本的な方針等を作成し、協議会の承認を受けるものとする。 

 （１） 教育目標及び学校運営方針に関すること 

 （２） 教育課程の編成に関すること 

 （３） 組織の編成に関すること 

 （４） 生徒指導に関すること 

 （５） 学校の施設、設備の管理及び整備に関すること 

 （６） その他校長が必要と認めるもの 

２ 校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針等に従って、その権限と責任

において学校運営を行うものとする。 

 （運営等に関する意見の申出） 

第１０条 協議会は、当該指定学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校

長に対して、意見を述べることができる。 

２ 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじ

め校長の意見を聴取するものとする。 

 （会議） 

第１１条 会長は、校長と協議の上、協議会の会議を招集する。 

２ 会議は、毎年度当初及び各学期末の定例会及び臨時会とする。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員（当該議事に利害を有する委員を除く。）の過半数

でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

５ 会長は、必要があるときは、校長と協議のうえ、委員以外の第三者に会議の出席 

を求め、意見を聞くことができる。 

 （会議録の作成） 

第１２条 校長は、会議の会議録を作成し、指定学校に５年間保管しなければならな

い。 

 （会議の公開） 

第１３条 協議会の会議は、原則公開とする。ただし、出席委員の３分の２以上の多

数で議決したときは、公開しないことができる。 

２ 会議を傍聴しようとするものは、あらかじめ会長に申し出なければならない。 

３ 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。会長は、傍聴人が指示に

従わないときは、退場させることができる。 

 （運営への参画促進、点検及び評価等） 

第１４条 協議会は、当該指定学校の運営について、保護者や地域住民等の理解、協

力、参画等が促進されるよう努めなければならない。 



２ 協議会は、保護者や地域住民等に対して、その活動状況に関する情報を積極的に

発信するとともに、保護者や地域住民等の意見、要望等を把握し、その運営に反映

するよう努めなければならない。 

３ 協議会は、当該指定学校の運営状況について、点検及び評価を行うものとする。 

４ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うため、協議会が必要と認めた場合は、

別に外部評価委員を置くことができる。 

５ 外部評価委員は、協議会の求めに応じて、当該指定学校の運営状況について、点

検及び評価を行うものとする。 

６ 第３項の評価については年１回以上行い、その結果について教育委員会に報告す

るものとする。 

７ 毎年度協議会の運営実績等について点検及び評価を行うものとする。 

 （研修） 

第１５条 教育委員会は、委員に対して、協議会において必要な事項について正しい

理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。 

 （指導及び助言） 

第１６条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じ

て協議会に対して指導及び助言を行うものとする。 

２ 教育委員会及び指定学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができる 

 よう必要な情報提供に努めなければならない。 

 （指定の取り消し） 

第１７条 法第４７条の５第７項に基づき教育委員会は、協議会の運営が著しく適正 

 を欠くことにより、指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生じるおそれが

あると認められる場合には、指定を取り消すものとする。 

 （運営に必要な事項等） 

第１８条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則の範囲内において、協議会の

運営に必要な事項を定めることができる。 

２ 協議会は、その定めるところにより、部会等の必要な組織を置くことができる。 

 （委任） 

第１９条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長

が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

 




